
台湾、ブラジル 最新知財情報 

１．【台湾】特許出願に対する情報提供制度の改正(2020/9/1～) 

2020年9月14日 特許業務法人HARAKENZO 
 WORLD PATENT & TRADEMARK 

www.harakenzo.com/jpn/gaikoku_siryo 

06-6351-4384（代表) ☎ 

外国専門部長  弁理士 岡部 泰隆 Click ! 

特許出願に対する情報提供制度が改正された。主な内容は以下のとおり。 

・2020年9月1日より実施。 

・特許査定または拒絶査定前であれば情報提供が可能（未公開出願に対しても可能）。 

・必要書類：①「意見書」（対象案件番号、情報提供者に関する情報、添付文書のリスト）、②「引用文献の書誌情報リスト」、③「理由書」、④「関連証拠書類」 

・上記①、③、④は秘匿にできる。上記②は公開対象。 

・オンラインによる情報提供も可能。 

・第三者から意見が提出された旨は出願人に通知される。 

・意見を提出した者に対して審査結果は通知されない。 
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